
制度紹介 補助対象条件確認

必要書類の作成依頼 見積書等の作成

実績報告書提出
第１１条第１項（5号様

式）

補助金事業変更
（中止・廃止）承認
申請書　第１０条第

１項
（３号様式）

補助金等交付規則第
４条による現地調査

交付申請書の受理・審査

補助金交付決定
補助金交付却下決定

補助金交付決定
（却下）通知　第9条

（２号様式）

補助金交付申請書
第７条第１項（１号様式）

補助金振込 補助金受領

現地確認

補助金額の確定 補助金交付額確定通知書
第１２条（６号様式）

請求書の受理
補助金の請求

第１３条（７号様式）

費用の支払い・
領収書の受理

工事及び監理契約・着手

承認申請書受理

補助金事業変更（中止・廃
止）承認（不承認）決定通知

書　第１０条第２項
（第４号様式）

契約

費用の受領・
領収書の発行

実績報告書受理・審査

工事完成

6

１月末開庁日までに提出し

てください。

提出時期について

は、契約後でも適

宜受け付けます。

木造住宅リフォーム補助手続の流れ

注意！木造住宅耐震改修費補助金交付申

請書と同時に提出してください。


